
じ
ん　

け
ん

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　
ひ
ろ　

 

ば

人
権
の
広
場

じ
ん　

け
ん

ひ
ろ　

 

ば

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力ください

令
和
4
年
度

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

試
験
日　

10
月
20
日
㈭

場
所　

府
立
労
働
セ
ン
タ
ー
（
大
阪

市
中
央
区
北
浜
東
３
番
14
号 

エ
ル
・

お
お
さ
か
７
階
７
０
５
号
室
）

試
験
科
目　

国
語
、
社
会
、
数
学
、

理
科
、
外
国
語
（
英
語
）

出
願
方
法　

９
月
２
日
㈮
ま
で
（
消

印
有
効
）
に
受
験
案
内
を
入
手
し
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
郵
送
で

文
部
科
学
省
へ

※
詳
し
く
は
受
験
案
内
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

受
験
案
内
配
布
・
問
合
先　

学
校
教
育
課

夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

で勉
べん

強
きょう

しませんか
　いろいろな事

じ

情
じょう

で中
ちゅう

学
がっ

校
こう

を卒
そつ

業
ぎょう

できなかった人
ひと

、
実
じっ

質
しつ

的
てき

に十
じゅう
分
ぶん

な教
きょう
育
いく

を受
う

けられないまま中
ちゅう

学
がっ

校
こう

を卒
そつ

業
ぎょう

した人
ひと

、夜
や

間
かん

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

で勉
べん

強
きょう

しませんか。
●入

にゅう

学
がく

の受
うけ

付
つけ

は8月
がつ

25日
にち

㈭
もく

～9月
がつ

9日
にち

㈮
きん

です。
●授
じゅ

業
ぎょう

は月
げつ

～金
きん

曜
よう

日
び

の午
ご ご

後5時
じ

25分
ふん

～8時
じ

30分
ふん

です。
●ひらがなから勉

べん

強
きょう

できます。
●基

き

礎
そ

的
てき

な学
がく

力
りょく

や知
ち

識
しき

を身
み

につけます。
●中

ちゅう

学
がっ

校
こう

卒
そつ

業
ぎょう

の資
し

格
かく

がとれます。
●大

おお

阪
さか

府
ふ

内
ない

に住
す

んでいる人
ひと

が入
にゅう

学
がく

できます。
●授

じゅ

業
ぎょう

料
りょう

は無
む

料
りょう

です。
申
もうし

込
こみ

・問
とい

合
あわせ

先
さき

　
●岸

きし

城
き

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

（岸
きし

和
わ

田
だ

市
し

野
の

田
だ

町
ちょう

2丁
ちょう

目
め

19-19 
☎438-6553 午

ご

後
ご

0時
じ

30分
ふん

～9時
じ

）
●岸

きし

和
わ

田
だ

市
し

教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

 総
そう

務
む

課
か

 
　（☎423-9607 午

ご

前
ぜん

9時
じ

～午
ご

後
ご

5時
じ

30分
ふん

）

８
月
26
日
〜
９
月
１
日
は

全
国
一
斉

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

強
化
週
間

　

い
じ
め
、
不
登
校
、
体
罰
、
児
童

虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
問
題
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
人
権
擁

護
委
員
、
法
務
局
職
員
が
担
当
し
ま

す
。

日
時　

●
８
月
26
日
㈮
〜
９
月
１
日
㈭ 
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

※
８
月
27
日
㈯
・
28
日
㈰ 

午
前
10

時
〜
午
後
５
時

●
強
化
週
間
以
外
の
平
日 

午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

相
談
専
用
電
話
番
号　

０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

問
合
先　

大
阪
法
務
局 

人
権
擁
護

部
（
☎
06
・
６
９
４
２・
９
４
９
６
）

※
相
談
無
料
、秘
密
厳
守
。イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
人
権
相
談
（
子
ど
も
の
人
権

Ｓ
Ｏ
Ｓ
‐
e
メ
ー
ル
）
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
人
権

相
談
窓
口
（https://w

w
w
.jinke

n.go.jp/kodom
o

）

宅
地
建
物
取
引
業

人
権
推
進
員
制
度

　

府
で
は
、
宅
地
建
物
取
引
に
お
け

る
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
を
な
く
す
た

め
、
業
界
団
体
と
連
携
し
、
宅
建
業

者
の
従
業
者
を
対
象
に
「
宅
地
建
物

取
引
業
人
権
推
進
員
」
を
養
成
し
て

い
ま
す
。
人
権
推
進
員
を
設
置
し
て

い
る
店
に
は
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し

て
い
ま
す
。

問
合
先　

府 

建
築
振
興
課
（
☎
06
・

６
２
１
０
・
９
７
３
４ 

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
：https://w

w
w
.pref.osak

a.lg.jp/kenshin/sido-jinken/
shidoin.htm

l)

　　　　2022年度
　人権・平和のつどい
～聞くより語ろう人権問題～

　平和や人権の大切さを語りつごうという願いを込め
て毎年開催していましたが、2年間開催を見送り、今
年は3年ぶりの開催となります。
日時　8月9日㈫ 午後6時30分～7時45分
主催　人権・平和のつどい実行委員会
場所・問合先　南部市民交流センター本館（☎466-
1641 Fax466-4744）
※申込不要、参加無料。手話通訳あり、一時保育は事
前申込必要

広報いずみさの 令和4年8月号19
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